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2019年6月10日

株 主 各 位
名古屋市熱田区三本松町１番１号

代表取締役社長 五十嵐　一弘

第190回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第190回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによ
り議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総
会参考書類をご検討くださいまして、2019年6月26日（水曜日）午
後5時10分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげ
ます。

敬　具
記

１．日 時 2019年6月27日（木曜日）午前10時
２．場 所 名古屋市熱田区三本松町1番1号　当社本店

株主総会ご出席の株主様へのお土産はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
３．目的事項

報 告 事 項
 

１．第190期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業
報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人お
よび監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

 

２．第190期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算
書類の内容報告の件

決 議 事 項
議 案 監査役３名選任の件

４．その他招集にあたっての決定事項
(1) インターネットにより、複数回、議決権を行使された場合は、最後に行わ

れたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
(2) 書面とインターネットの双方で議決権を行使された場合は、インターネッ

トによるものを有効な議決権として取り扱わせていただきます。

以　上
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【インターネット開示情報】

当社ウェブサイト　https://www.n-sharyo.co.jp/

◎連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表につきましては、法令およ
び当社定款第20条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲
載していますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
なお、連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表につきましては、会
計監査人および監査役の監査の対象に含まれております。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正をす
べき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトにおいて、修
正後の事項を掲載させていただきます。

【議決権行使についてのご案内】
◎当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提

出くださいますようお願い申しあげます。
◎書面による議決権行使の場合は、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否

をご表示いただき、2019年6月26日（水曜日）午後5時10分までに到着するよ
うご返送くださいますようお願い申しあげます。

◎インターネットによる議決権行使の場合は、当社の指定する議決権行使ウェブ
サイト(https://www.web54.net)にアクセスしていただき、同封の議決権行使
書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のう
え、画面の案内に従い、議案に対する賛否を2019年6月26日（水曜日）午後5
時10分までにご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、31頁に記載の「インターネ
ットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげま
す。
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(添　付　書　類)

事 業 報 告(2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過および成果

　当期のわが国経済は、各種政策の効果に加え、海外景気の緩やかな回復にも
支えられ、設備投資、雇用などで改善の動きが続いていますが、生産、輸出に
おいては一部に弱さが見られます。
　このような経営環境のもと、当期の当社グループの業績は、輸送用機器・鉄
構事業の売上や、当社の連結子会社であるNIPPON SHARYO U.S.A.,INC.の
売上が減少したことなどから、売上高は前期に比べ4.3％減少の91,179百万円
となりました。利益面につきましては、鉄道車両事業において、前期に計上し
た米国向け大型鉄道車両案件について引当計上していた金額の戻し入れがなく
なった一方で、前期に計上した受注案件における損失引当の発生がなかったこ
と、その他の各事業が前期に引き続き好調に推移したことなどにより、営業利
益は17.0％増加の8,499百万円、経常利益は21.1％増加の8,862百万円となり
ました。親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、前期に計上した米
国向け大型鉄道車両案件の解決金を支払うことによる特別損失がなくなったこ
となどにより9,198百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失8,271百万
円）となりました。
　以下、事業別の概況を申しあげます。
鉄道車両事業

　ＪＲ東海向けおよびＪＲ西日本向けＮ700Ａ新幹線電車のほか、小田急電
鉄向け電車、名古屋鉄道向け電車、東京メトロ向け電車、京成電鉄向け電車、
新京成電鉄向け電車、インドネシア向け電車などの売上がありました。前期
に比して公営・民営鉄道向け車両および海外向け車両は増加したものの、Ｊ
Ｒ向け車両が減少したことなどにより、鉄道車両事業の売上高は38,049百万
円となり、前期比8.2％減少となりました。

輸送用機器・鉄構事業
　輸送用機器におきましては、ＬＰＧタンクローリやＬＰＧ民生用バルクロ
ーリなどの売上がありましたが、前期に比してコンテナ貨車が減少したこと
などにより、売上高は8,725百万円と前期比22.3％減少となりました。
　鉄構におきましては、東海環状自動車道高富ＩＣ東本線橋、東深瀬４号高
架橋、東一色高架橋、長深４橋梁、西座倉第２高架橋のほか、東海道新幹線
大規模改修工事などの売上があったことなどにより、売上高は13,068百万円
と、前期比16.2％増加となりました。
　以上の結果、輸送用機器・鉄構事業の売上高は21,794百万円と、前期比
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3.0％減少となりました。
　建設機械事業

　国内向けで東日本大震災復興関連工事、東京オリンピック関連工事の需要
などにより引き続き堅調に推移したことなどから、建設機械事業の売上高は
25,167百万円となり、前期比2.4％増加となりました。

エンジニアリング事業
　鉄道事業者向け車両検修設備やＪＲ東海向けリニア用機械設備のほか、各
地のＪＡ向け営農プラント、家庭紙メーカー向け製造設備などの売上があり
ましたが、前期に比して営農プラント向け売上が減少したことなどにより、
エンジニアリング事業の売上高は、6,006百万円となり、前期比8.4％減少と
なりました。

　当期における海外向け売上高は、鉄道車両事業6,483百万円、建設機械事
業3,216百万円など合計9,702百万円で、売上高に占める比率は10.6％となり
ました。
　また、当期末の受注残高は78,049百万円で、その内訳は、鉄道車両事業で
48,218百万円、輸送用機器9,428百万円、鉄構15,586百万円など輸送用機
器・鉄構事業で25,015百万円、建設機械事業で2,947百万円、エンジニアリ
ング事業で1,867百万円となっております。

　事業の経過および成果については以上のとおりであり、現在の経営状況に
鑑み、誠に遺憾ながら、当期の中間配当に続き、期末配当についても見送ら
せていただくことといたします。財務健全性確保に努めてまいりますので、
何卒ご理解賜りたく、お願い申しあげます。

事 業 別 売 上 高 比 較
事業区分 当期売上高 構成比 前期売上高 構成比 当期受注高

鉄 道 車 両 38,049 百万円 41.7％ 41,454 百万円 43.5％ 23,501百万円

輸送用機器・鉄構 21,794 23.9 22,474 23.6 20,174
建 設 機 械 25,167 27.6 24,573 25.8 25,564
エンジニアリング 6,006 6.6 6,559 6.9 5,557
そ の 他 162 0.2 247 0.2 121
合 計 91,179 100.0 95,310 100.0 74,917
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⑵　資金調達の状況
　当期につきましては、重要な借入れ等はありません。

⑶　設備投資の状況
　当期の設備投資は総額2,065百万円でした。主なものとして、建設機械の生
産に必要な設備の更新を行いました。また、各製作所の生産能力の維持・改善
を目的とした設備の更新を実施いたしました。
　なお、当社は、2017年4月20日に豊川製作所、衣浦製作所、鳴海製作所の工
場資産を当社の親会社（東海旅客鉄道㈱）へ譲渡しました。当該取引は、当社
の親会社との取引であり、かつ、譲渡した工場資産は譲渡後も親会社との間で
賃貸借契約を締結して当社が従前どおり工場として使用を継続しているため、
これら工場資産の「土地」および「建物及び構築物」については売買処理を行
っておらず、有形固定資産に計上しております。また、当該取引はファイナン
ス・リース取引には該当しないため、工場資産の譲渡価額は長期借入金（1年
内返済予定の長期借入金を含む）に計上しております。
　従って、譲渡した工場資産に係る設備投資についても「建物及び構築物」お
よび「機械装置及び運搬具」に計上するとともに、設備投資額の一部を長期借
入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）に計上しております。

⑷　対処すべき課題
当社グループは、近年の業績の悪化や、前期まで４期にわたり損失の計上が

続いたこと、より厳しさを増す市場環境を踏まえ、「業務管理体制の強化と人
材育成」を図るとともに、「当社の強みを発揮できる事業展開」により利益を
確保しつつ、「総合力発揮による技術・製品開発」を推し進めてまいります。
具体的には、基幹事業である鉄道車両事業を中心に、品質、コスト、工程をは
じめとする業務管理体制の強化を図るとともに、顧客ニーズにマッチした製
品・サービスを提供することにより各事業分野の得意領域で強みを発揮し、ま
た、コストダウンの推進により競争力を高めて、安定した受注の確保に総力を
挙げて努めてまいります。また、こうした取り組みの中で、親会社との協力関
係の緊密化により、ＪＲ東海グループ全体の企業価値向上に貢献するととも
に、当社グループの事業の育成に繋げてまいります。

鉄道車両事業は、今後も厳しい受注環境が継続することを踏まえ、技術開発
による差別化と、生産プロセスの効率化等によるコスト低減に努め、高速鉄道
を中心とする各種鉄道車両について競争力の強化を継続して進めてまいりま
す。なお、損失を発生させている案件については、プロジェクト推進体制の見
直しを図るなど改善に努めてまいります。

輸送用機器・鉄構事業は、輸送用機器は厳しい受注環境の中、市場トレンド
を機敏に捉えた製品開発とコスト低減を進め、受注確保と新規顧客の開拓に努
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めてまいります。鉄構では、橋梁工事などでの客先仕様に応える技術提案能力
の強化やコスト低減に努め、受注量を確保するとともに、補修・保全案件など
の周辺分野への事業展開も進めてまいります。

建設機械事業は、堅調な国内需要に応える生産体制の維持・強化とアジアを
中心とした海外市況に対して各地域ニーズに合った柔軟な対応を進めること
で、事業機会の確実な取り込みに努めてまいります。

エンジニアリング事業は、市場ニーズにきめ細かく対応する製品提案を進め
ることにより、収益確保に努めてまいります。

なお、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況の存
在についてですが、当社グループは、前期まで４期連続で親会社株主に帰属す
る当期純損失を計上致しましたが、これに対処すべく各事業分野の得意領域で
強みを発揮し、また、コストダウンの推進により競争力を高めて、安定した受
注の確保に総力を挙げて努めた結果、当期においては、第１四半期連結累計期
間から連続して親会社株主に帰属する四半期純利益を計上し、親会社株主に帰
属する当期純利益9,198百万円を計上しております。

また、資金面については、健全な財務バランスを保ちつつ、事業活動に必要
な資金の安定的な確保および流動性の維持に努めており、資金計画に基づき想
定される需要に十分対応できる資金を確保しております。

以上を踏まえ、第１四半期連結会計期間において、継続企業の前提に関する
重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は、解消したと判断しております。

⑸　財産および損益の状況の推移
（単位　百万円）

区 分 第187期
（2015年度）

第188期
（2016年度）

第189期
（2017年度）

第190期
（2018年度）

受 注 高 57,348 133,825 70,193 74,917
売 上 高 111,006 101,093 95,310 91,179
経 常 利 益 △10,173 △5,149 7,315 8,862
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 △16,129 △5,124 △8,271 9,198
１株当たり当期純利益 △111.74円 △35.50円 △573.01円 637.29円
総 資 産 132,264 129,193 127,413 134,194
純 資 産 33,383 28,108 20,954 32,446

(注)１．△は損失を表します。
２．2018年6月28日開催の第189回定時株主総会の決議に基づき、2018年

10月1日付で当社普通株式10株を1株とする株式併合を実施していま
す。これに伴い、第189期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し
て1株当たり当期純利益を算定しています。
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⑹　重要な親会社および子会社の状況
①親会社との関係

当社の親会社は東海旅客鉄道株式会社で、同社は当社の株式73,522百株
（出資比率50.1％）を保有しております。

当社は親会社より鉄道車両を受注し、製作・納入しております。また、当
社は親会社に工場資産を譲渡しており、譲渡した工場資産を譲渡後も親会社
と賃貸借契約を締結して当社が従前どおり工場として使用を継続しておりま
す。更には、当社は親会社より資金を借り入れております。
　親会社との間の取引に関する事項は以下のとおりであります。

ア．当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項
(ｱ)親会社に対する鉄道車両等の販売価格その他の取引条件につきまし

ては、市場価格および過去の取引実績等を勘案して一般取引条件と
同様に決定しております。

(ｲ)親会社からの工場資産の賃貸借契約につきましては、独立した第三
者との取引と同様の手順で親会社との交渉・協議を行っております。

(ｳ)親会社からの資金の借入における金利等の取引条件は、市場金利、
当社の財務状況および金融機関等との取引条件を考慮して合理的な
条件としております。

イ．当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判
断およびその理由

親会社との重要な契約の締結につきましては、取締役会で審議し、
親会社以外の株主の利益を阻害していないことを確認しております。

ウ．取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会 社 名 資本金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％ 鉄道車両・部品等の設計・製作・保
守・販売、役務提供株式会社日車エンジニアリング 50 100.0

百万ドル 鉄道車両製品の既存顧客に対す
るサービス等NIPPON SHARYO U.S.A., INC. 10 100.0

百万円
建設機械の販売・修理・レンタル重車輛工業株式会社 10 81.9

百万円
保険代理業、福利厚生業務株式会社日車ビジネスアソシエイツ 90 100.0

(注)１．出資比率は間接保有を含んでおります。
２．NIPPON SHARYO U.S.A.,INC.は、2018年7月24日開催の株主総会

において、同社の米国イリノイ州ロシェル工場における鉄道車両の生
産を終了し、同工場を閉鎖することを決定しております。
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⑺　主要な事業内容(2019年3月31日現在)
事 業 区 分 主 な 製 品

鉄 道 車 両 電車、気動車、客車、リニアモーターカー、保線機械、
新交通システム、車両部品

輸送用機器・鉄構 貨車、機関車、タンクローリ、タンクトレーラ、貯槽、大型陸上車
両、コンテナ、無人搬送装置、道路橋、鉄道橋、水門

建 設 機 械
杭打機、クローラクレーン、油圧ハンマ、全回転チュービング装
置、その他基礎工事関連製品、可搬式ディーゼル発電機、非常用発
電装置、各種電機関連製品

エンジニアリング 車両検修設備、リニア関連設備、営農プラント、製紙関連設備

⑻　主要な営業所および工場(2019年3月31日現在)
①当社

名 称 所 在 地
本 社 名古屋市熱田区
東 京 本 部 東京都千代田区
支 店 大阪市北区
営 業 所 福岡市博多区・札幌市清田区・仙台市若林区
海外駐在員事務所 中華人民共和国上海市

工 場
豊川製作所　愛知県豊川市
鳴海製作所　名古屋市緑区
衣浦製作所　愛知県半田市

②子会社
名 称 所 在 地

株式会社日車エンジニアリング 愛知県豊川市
NIPPON SHARYO U.S.A., INC. 米国イリノイ州
重 車 輛 工 業 株 式 会 社 東京都中央区
株式会社日車ビジネスアソシエイツ 名古屋市熱田区
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⑼　従業員の状況(2019年3月31日現在)
事 業 区 分 従 業 員 数

鉄 道 車 両 1,098 名

輸 送 用 機 器 ・ 鉄 構 372
建 設 機 械 266
エ ン ジ ニ ア リ ン グ 90
そ の 他 230

合 計 2,056
(注)従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グ

ループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。

⑽　主要な借入先の状況(2019年3月31日現在)
借 入 先 借 入 額

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 55,515 百万円

（注）上記金額には、譲渡した工場資産の譲渡価額について計上したものを
含み、これらに対応する資金の借入額は20,515百万円であります。
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２．会社の株式に関する事項(2019年3月31日現在)
⑴　発行可能株式総数 32,800,000株
(注)2018年6月28日開催の第189回定時株主総会の決議に基づき、2018年10

月1日付で当社普通株式10株を1株とする株式併合を実施し、これに伴い発
行可能株式総数を328,000,000株から32,800,000株に変更しております。

⑵　発行済株式の総数 14,434,709株
（自己株式240,303株を除く）

(注)2018年6月28日開催の第189回定時株主総会の決議に基づき、2018年10
月1日付で当社普通株式10株を1株とする株式併合を実施し、これに伴い発
行済株式総数は132,075,117株減少し、14,675,012株となりました。
また、2018年5月18日開催の取締役会の決議により、株式併合の効力発生
日である2018年10月1日をもって1単元の株式数を1,000株から100株に
変更しております。

⑶　株主数 12,509名

⑷　大株主
株 主 名 持 株 数 持株比率

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 73,522 百株 50.93 ％

村松　俊三 2,603 1.80
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,022 1.40
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口) 1,979 1.37
日 本 車 輌 従 業 員 持 株 会 1,922 1.33
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,683 1.16
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社
（信託口５） 1,421 0.98
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 1,296 0.89
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社
（信託口） 1,222 0.84
S T A T E  S T R E E T  B A N K  W E S T
C L I E N T  -  T R E A T Y  5 0 5 2 3 4 1,108 0.76

(注)１．当社は自己株式を2,403百株所有しておりますが、上記大株主からは
除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項
⑴　取締役および監査役の氏名等(2019年3月31日現在)

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 五十嵐　一　弘

代 表 取 締 役
専 務 取 締 役 子 安 　 陽

企画本部長
管理部門管掌
コンプライアンス担当

常 務 取 締 役 臼 井 俊 一 鉄道車両本部長

常 務 取 締 役 石 川 雅 由 輸機・インフラ本部長

常 務 取 締 役 遠 藤 泰 和 エンジニアリング本部長

取 締 役 垣 屋 　 誠 輸機・インフラ本部副本部長
輸機・インフラ本部衣浦製作所長

取 締 役 村 手 德 夫 機電本部長

取 締 役 齋 藤 　 勉 弁護士

取 締 役 新 美 篤 志

常 勤 監 査 役 水 谷 　 清

常 勤 監 査 役 吉 田 　 敬

監 査 役 加 藤 倫 子 弁護士

監 査 役 田 中 　 守 東海旅客鉄道株式会社取締役
 

(注)１．取締役　齋藤　勉氏および新美篤志氏は社外取締役であります。また、
常勤監査役　水谷　清氏および監査役　加藤倫子氏は社外監査役であ
ります。

２．社外取締役および社外監査役の兼職先と当社との間に開示すべき関係
はありません。

３．常勤監査役　水谷　清氏は、金融機関における業務の経験により、財
務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

４．当社は、取締役　齋藤　勉氏、新美篤志氏、常勤監査役　水谷　清氏
および監査役　加藤倫子氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
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５．当事業年度中の異動
就任　　2018年6月28日開催の第189回定時株主総会において、新た

に取締役に子安　陽氏、臼井俊一氏、垣屋　誠氏の3名およ
び監査役に吉田　敬氏が選任され、就任しました。また、同
日開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ
就任しました。

代表取締役 子安　　陽専務取締役

常務取締役 臼井　俊一

異動　　2018年6月28日開催の取締役会において、次のとおり選定さ
れ、それぞれ就任しました。

氏　　名 異　動　前 異　動　後
石川　雅由 取締役 常務取締役
遠藤　泰和 取締役 常務取締役

退任　　2018年6月28日開催の第189回定時株主総会終結の時をも
って、取締役副社長　馬場　誠氏、専務取締役　柘植幹雄氏
および常務取締役　岡本博明氏の3名はそれぞれ退任しまし
た。
2018年6月28日開催の第189回定時株主総会終結の時をも
って、常勤監査役　川嶋雅樹氏は退任しました。

⑵　当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額
区 分 員 数 報酬等の総額

取 締 役
（うち社外取締役）

12名
（2名）

135百万円
（12百万円）

監 査 役
（うち社外監査役）

4名
（2名）

43百万円
（27百万円）

合 計
（うち社外役員）

16名
（4名）

178百万円
（39百万円）

(注)上記には、2018年6月28日開催の第189回定時株主総会終結の時をもって
退任した取締役3名および監査役1名を含み、無報酬の監査役1名を除いて
おります。
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⑶　当社の執行役員の氏名等

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

常務執行役員 伊 藤 順 一

開発本部長
本社技師長
鉄道車両本部技師長
技術部門管掌
全社品質・安全衛生環境担当

執行役員 木 村 　 中 企画本部経営企画部長
経理部担当

執行役員 内 藤 恒 陽 企画本部プロジェクト統括部長

執行役員 深 谷 道 一 総務部長

執行役員 武 　 慎 一 人事部長

執行役員 戸 松 裕 二 経理部長

執行役員 田 山 　 稔 鉄道車両本部副本部長
（管理部、営業総括部、生産技術部、豊川製作所担当）

執行役員 伊 藤 将 利 鉄道車両本部副本部長
（資材部、技術部、高速車両技術部、製造部、品質保証部担当）

(注)当事業年度中の異動
就任　　2018年6月28日付にて新たに木村　中氏、内藤恒陽氏、深谷道一

氏、武　慎一氏および伊藤将利氏の5名が執行役員に就任しまし
た。

退任　　2018年6月28日付にて常務執行役員　子安　陽氏は退任し、専務
取締役に就任しました。
2018年6月28日付にて執行役員　臼井俊一氏は退任し、常務取締
役に就任しました。
2018年6月28日付にて執行役員　垣屋　誠氏は退任し、取締役に
就任しました。
2018年6月28日付にて執行役員　北川淳一氏は退任しました。
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⑷　社外役員に関する事項
①当事業年度における主な活動状況

取締役　齋藤　勉
　当事業年度に開催した19回の取締役会全てに出席いたしました。
　取締役会においては、弁護士としての豊富な経験および幅広い見識を基
に、議案に関する質疑および意思決定の妥当性、適正性を確保するための
意見の表明を行いました。

取締役　新美　篤志
　当事業年度に開催した19回の取締役会全てに出席いたしました。
　取締役会においては、経営者としての豊富な経験および幅広い見識を基
に、議案に関する質疑および意思決定の妥当性、適正性を確保するための
意見の表明を行いました。

常勤監査役　水谷　清
　当事業年度に開催した19回の取締役会および13回の監査役会全てに出
席いたしました。
　取締役会においては、議案に関する質疑および適法性、適正性を確保す
るための意見の表明を行いました。また、監査役会においては、監査の方
法およびその結果に関する相当性を確保するための意見の表明を行いまし
た。

監査役　加藤　倫子
　当事業年度に開催した19回の取締役会および13回の監査役会全てに出
席いたしました。
　取締役会においては、主に弁護士として法令遵守等の見地から議案に関
する質疑および適法性、適正性を確保するための意見の表明を行いました。
また、監査役会においては、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関
する事項について意見の表明を行いました。

②責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額
としております。
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４．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①報酬等の額

67百万円
②当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

69百万円
(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融

商品取引法上の監査の報酬等の額は明確に区分しておらず、実質的に
も区分できないため上記金額は合計額で記載しております。

２．監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資
料入手や報告聴取を通して、会計監査人に係る、監査実績、職務執行
状況および報酬の推移等について確認し、当事業年度の監査計画の内
容および報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等に
ついて相当と判断し、同意いたしております。

３．当社は、会計監査人の有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計
士法第2条第1項以外の業務である、企業会計基準第29号「収益認識に
関する会計基準」等への対応に関する助言業務について対価を支払っ
ております。

４．NIPPON SHARYO U.S.A., INC.は、当社の会計監査人以外の公認会
計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有
する者を含む）の監査を受けております。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると
認められる場合は、監査役全員の同意により解任する方針としております。ま
た、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、必
要と判断した場合は、株主総会に提出する当該会計監査人の解任または不再任
に関する議案の内容を決定する方針としております。
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５．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
⑴　体制の整備状況

①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制
　当社は、取締役をはじめとした役職員および当社グループ関係者を対象と
した「日本車両グループ倫理規程」を制定し、取締役は、自ら率先垂範して
本規程を遵守し、倫理観の涵養に努めなければならない旨定め、実行してお
ります。
　「日本車両グループ倫理規程」に基づき、遵守体制を整備・運用するため
の当社のコンプライアンス・プログラムを制度化し、これを計画的に実施す
ることを目的として、「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、法
令等遵守の各役職員の行動基準を定めた「私たちの行動規範」を制定し、研
修等の計画的な実施を通じ、役職員へのコンプライアンス意識の浸透・定着
に努めております。
　さらに、組織または個人による違法行為等の早期発見と是正を図ることを
目的として、当社および当社グループ役職員等を対象とした「コンプライア
ンスの報告・相談窓口」を社内および社外に設置し、コンプライアンス経営
のより一層の強化と徹底に努めております。
　当社グループは、反社会的勢力との関係遮断のため、不当要求には一切応
じず、対応統括部署を定め、外部機関と連携し、社内体制を整備するよう定
めております。

②損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、各部門の所管事項に関する意思決定について、その重要度に応じ
て上位の職位による承認、会議への付議など、定められた手続により適切に
行っております。
　「リスク管理規程」を制定し、当社および当社グループのリスク管理体制
を統括する「リスク管理委員会」を設置し、リスクの評価・選別からリスク
対応までのリスク管理体制を整備しております。
　リスク管理体制における各部門のリスク管理活動の適正性について内部監
査部門が監査を行うよう定めております。
　各事業所は、「ISO9001」および「ISO14001」に基づき、常に安全で高
品質な製品の提供を行える品質管理や社内外の自然環境や職場環境の保護を
推進しております。また、労働安全衛生マネジメントシステムの普及を図る
ことでリスク管理を徹底して労働安全に取組んでおります。これらは、担当
部門が専門的立場からそれぞれのシステム運用の適正性について監査を行っ
ております。
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③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、経営の意思決定の機動性向上および執行と監督の機能分担のため
に、執行役員制度を採用しております。社内規程に基づき、取締役会は会社
経営の最高方針および重要事項を決定するとともに取締役から職務の執行状
況および重要な事実についての報告を受け、取締役の業務執行状況を監督し
ております。また、執行役員は取締役会の決定方針および取締役の指示によ
り業務執行を行っております。
　業務執行にあたっては、各部門の分掌事項と職務権限を定めた社内規程に
従い、取締役会が策定する経営計画および予算編成に示された経営のビジョ
ン・目標に沿って、各執行部門において具体的な方針および施策を立案・実
行しております。

④取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　当社は、取締役の職務の執行に関わる記録を、その他関連する資料ととも
に、社内規程に従い保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しておりま
す。
　また、情報の管理については、「情報セキュリティポリシー」を定め適切
に対応しております。

　⑤当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正
　　を確保するための体制

　当社は、親会社である東海旅客鉄道株式会社との資本業務提携に基づいて
適切な連携のもとに業務を執行しております。
　また、当社は、社内規程に基づき、子会社の経営方針・事業計画の設定に
際し指示・助言を与え、重要事項の決定に際し承認を行うとともに、経理・
法務・情報処理等に関するマネジメント支援を行っております。加えて、内
部監査部門が当社および子会社の監査を実施して適正な運用を確認しており
ます。
　子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報については、当社の取締
役会において定期的に報告しております。
　さらに、当社のコンプライアンスおよびリスク管理の活動に子会社を参画
させることにより、企業集団全体のコンプライアンスおよびリスク管理を統
括・推進する体制の構築を図っております。

⑥財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社は、財務報告の信頼性を確保するとともに、金融商品取引法に基づく
適切な内部統制報告書の提出のために、「財務報告に係る内部統制に関する
基本方針」を定め、内部統制体制の整備および運用を図っております。
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⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項
　取締役は、監査役からの要請に応じ、速やかに適切に対応するよう定めて
おります。

⑧前号の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
　監査役スタッフは、専ら監査役の職務執行の補助を務めるものとし、また、
このスタッフの人事異動等については、取締役は事前に監査役と協議を行う
こととしております。

⑨当社および子会社の取締役、使用人が当社の監査役に報告をするための体制
その他の監査役への報告に関する体制
　当社グループ役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある
事実を発見した場合および法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合
は、社内規程に従って、当社監査役に報告を行うものとしております。当社
グループ役職員は、当社監査役の求めに応じ、その職務の執行に関する事項
について報告を行うよう定めております。また、当社は、当社グループ役職
員向け「コンプライアンスの報告・相談窓口」を設置し、監査役に報告でき
る体制としております。
　当社は、上記報告を行った当社グループ役職員に対する、当該報告を理由
とした不利益取扱いを禁止しております。

　⑩監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関す
　　る事項

　監査役がその職務の執行のために必要な費用の請求を行った場合は、社内
規程に従い支払うものとしております。

⑪その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　取締役は、監査役監査の実効性の向上に資するため、引き続き必要とする
組織、体制などについて適切な対応に努めております。
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⑵　体制の運用状況の概要
①コンプライアンスに関する取組みの状況

　コンプライアンス意識の浸透、定着のための取組みとして、当社グループ
役職員に対する研修、教育などを実施しています。また、「コンプライアン
スの報告・相談窓口」を社内外に設置し、運用をしております。

②損失の危険の管理に関する取組みの状況
　リスク管理委員会を開催し、リスクの評価・選別を実施するとともに、リ
スク管理活動の実績報告および活動計画の審議を行っております。

③取締役の職務執行に関する取組みの状況
　業務執行の責任の明確化・監督機能の強化および経営意思決定の迅速化の
ため、少数の取締役および執行役員により効率的な業務執行を行っておりま
す。また、取締役会の実効性確保のための見直しを適宜行っております。

④子会社管理に関する取組みの状況
　社内規程に基づき、子会社ごとに定められた主管部門が業務遂行上の指導、
支援等を適宜行っております。また、関係会社の状況については、取締役会
にて適宜報告されております。

⑤内部監査に関する取組みの状況
　内部統制の独立的評価部門による内部監査を実施しております。

⑥監査役監査の実効性の確保に関する取組みの状況
　監査役は、取締役会をはじめ重要な会議へ出席するとともに、当社グルー
プ役職員に定期あるいは随時に報告を求めており、当社グループ役職員から
の報告は適切に行われております。

(注)本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて
表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表 (2019年３月31日現在)
(単位　百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
 

(資 産 の
 

部)
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
半 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
投資その他の資産

投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
退職給付に係る資産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

75,000
5,523

27,355
1,535
1,526
1,143

27,533
1,280
7,398
1,748
△45

59,194
28,413
7,896
2,511

14,971
1,557

846
629
855

29,925
21,157

158
7,910

726
△26

 

(負 債 の
 

部)
流 動 負 債 37,297

支払手形及び買掛金 9,513
電 子 記 録 債 務 10,694
１年内返済予定の長期借入金 295
未 払 費 用 3,625
未 払 法 人 税 等 537
前 受 金 4,280
賞 与 引 当 金 1,796
工 事 損 失 引 当 金 175
受 注 損 失 引 当 金 1,837
そ の 他 4,540

固 定 負 債 64,450
長 期 借 入 金 55,219
リ ー ス 債 務 1,649
繰 延 税 金 負 債 6,047
環 境 対 策 引 当 金 203
石綿健康被害補償引当金 87
退職給付に係る負債 292
そ の 他 951

負 債 合 計 101,748
 

(純 資 産 の
 

部)
株 主 資 本 20,878

資 本 金 11,810
利 益 剰 余 金 9,585
自 己 株 式 △517

その他の包括利益累計額 11,449
その他有価証券評価差額金 8,919
為替換算調整勘定 △2,223
退職給付に係る調整累計額 4,753

非支配株主持分 118
純 資 産 合 計 32,446

資 産 合 計 134,194 負債・純資産合計 134,194
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連 結 損 益 計 算 書 ( 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで )

(単位　百万円)
科 目 金 額

売 上 高 91,179
売 上 原 価 75,816

売 上 総 利 益 15,363
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,863

営 業 利 益 8,499
営 業 外 収 益

受 取 利 息 36
受 取 配 当 金 307
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 81
為 替 差 益 288
受 取 保 険 金 32
そ の 他 85 832

営 業 外 費 用
支 払 利 息 344
そ の 他 125 469

経 常 利 益 8,862
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 34
投 資 有 価 証 券 売 却 益 3
そ の 他 3 40

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 86
減 損 損 失 270 356

税金等調整前当期純利益 8,546
法人税、住民税及び事業税 543
法 人 税 等 調 整 額 △1,216 △673

当 期 純 利 益 9,219
非支配株主に帰属する当期純利益 21

親会社株主に帰属する当期純利益 9,198

－ 21 －



連結株主資本等変動計算書 (2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで )

(単位　百万円)
株 主 資 本

資本金 資 本
剰余金

利 益
剰余金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

当期首残高 11,810 12,046 △11,659 △516 11,681

当期変動額

欠損填補 △12,046 12,046 －
親会社株主に帰属する
当期純利益 9,198 9,198

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 0 0
利益剰余金から資本
剰余金への振替 0 △0 －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △12,046 21,244 △1 9,197

当期末残高 11,810 － 9,585 △517 20,878

その他の包括利益累計額
非支配
株 主
持 分

純資産
合 計

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付
に 係 る
調 整
累 計 額

その他の
包括利益
累 計 額
合 計

当期首残高 7,708 △7 △2,190 3,660 9,170 102 20,954

当期変動額

欠損填補 －
親会社株主に帰属する
当期純利益 9,198

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 0
利益剰余金から資本
剰余金への振替 －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,211 7 △33 1,093 2,278 16 2,294

当期変動額合計 1,211 7 △33 1,093 2,278 16 11,492

当期末残高 8,919 － △2,223 4,753 11,449 118 32,446
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貸 借 対 照 表 (2019年３月31日現在)

(単位　百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額

 

(資 産 の
 

部)
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
半 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 渡 金
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
特 許 権
ソ フ ト ウ ェ ア
施 設 利 用 権
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
関係会社長期貸付金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

68,911
1,198
3,417

22,225
1,519
1,367
1,143

26,884
1,275

292
71

7,398
2,163
△45

48,148
23,466
4,862

429
2,013

85
426

14,593
838
217
849

1
445
33

368
23,831
20,380

418
3

18
5,061

6
14

2,682
332

△5,088

 

(負 債 の
 

部)
流 動 負 債 35,190

支 払 手 形 1,289
買 掛 金 7,578
電 子 記 録 債 務 10,717
１年内返済予定の長期借入金 295
未 払 金 2,629
未 払 費 用 3,402
未 払 法 人 税 等 432
前 受 金 4,197
預 り 金 295
前 受 収 益 273
賞 与 引 当 金 1,705
工 事 損 失 引 当 金 175
受 注 損 失 引 当 金 1,837
そ の 他 358

固 定 負 債 62,226
長 期 借 入 金 55,219
繰 延 税 金 負 債 3,985
退 職 給 付 引 当 金 1,623
環 境 対 策 引 当 金 203
石綿健康被害補償引当金 87
そ の 他 1,107

負 債 合 計 97,416
 

(純 資 産 の
 

部)
株 主 資 本 10,767

資 本 金 11,810
資 本 剰 余 金 0

その他資本剰余金 0
利 益 剰 余 金 △527

その他利益剰余金 △527
繰越利益剰余金 △527

自 己 株 式 △515
評価・換算差額等 8,876

その他有価証券評価差額金 8,876

純 資 産 合 計 19,643
資 産 合 計 117,060 負債・純資産合計 117,060
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損 益 計 算 書 (2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで )

(単位　百万円)
科 目 金 額

売 上 高 89,211
売 上 原 価 75,127

売 上 総 利 益 14,083
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,139

営 業 利 益 7,943
営 業 外 収 益

受 取 利 息 167
受 取 配 当 金 388
為 替 差 益 290
受 取 賃 貸 料 57
受 取 保 険 金 32
そ の 他 45 982

営 業 外 費 用
支 払 利 息 337
関係会社貸倒引当金繰入額 216
そ の 他 132 686

経 常 利 益 8,239
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 29
投 資 有 価 証 券 売 却 益 2
そ の 他 3 35

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 77
減 損 損 失 31 108

税 引 前 当 期 純 利 益 8,165
法人税、住民税及び事業税 380
法 人 税 等 調 整 額 △1,197 △816

当 期 純 利 益 8,982
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株主資本等変動計算書 ( 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで )

(単位　百万円)
株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

資産圧縮
積立金

別　途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 11,810 12,038 7 12,046 2,474 51 10,080 △34,162 △21,556
当期変動額

準備金から剰余
金への振替 △12,038 12,038 － △2,474 2,474 －
欠損填補 △12,046 △12,046 △51 △10,080 22,177 12,046
当期純利益 8,982 8,982
自己株式の取得
自己株式の処分 0 0
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － △12,038 △7 △12,046 △2,474 △51 △10,080 33,634 21,028
当期末残高 11,810 － 0 0 － － － △527 △527

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合 計自 己

株 式
株主資本
合 計

その他
有価証券
評 価
差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

評価・
換 算
差額等
合 計

当期首残高 △514 1,786 7,656 △7 7,648 9,435
当期変動額

準備金から剰余
金への振替 － －
欠損填補 － －
当期純利益 8,982 8,982
自己株式の取得 △1 △1 △1
自己株式の処分 0 0 0
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 1,219 7 1,227 1,227

当期変動額合計 △1 8,981 1,219 7 1,227 10,208
当期末残高 △515 10,767 8,876 － 8,876 19,643
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2019年５月14日

日 本 車 輌 製 造 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 方 宏 樹 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 嶋 聡 史 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本車輌製造株式会社の2018年４月１日から
2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて
合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類
の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、日本車輌製造株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2019年５月14日

日 本 車 輌 製 造 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 方 宏 樹 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 嶋 聡 史 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本車輌製造株式会社の2018年４月１日
から2019年３月31日までの第190期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第190期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
⑵各監査役は、監査役会の監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の
使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、事業の報告を受けまし
た。

②　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況を確認いたしました。

③　事業報告に記載されている親会社との間の取引について、当該取引をするに当たり当社
の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかに
ついての取締役会の判断及びその理由について、取締役会その他における審議の状況等
を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを確認するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制」
を整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその
附属明細書並びに連結計算書類について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている親会社との間の取引について、当該取引をするに当たり当社
の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかに
ついての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

⑵計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月17日
日本車輌製造株式会社　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 水 谷 　 清 ㊞
常勤監査役 吉 田 　 敬 ㊞
監　査　役（社外監査役） 加 藤 倫 子 ㊞
監　査　役 田 中 　 守 ㊞

以　上
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株 主 総 会 参 考 書 類
議案および参考事項
議　案　監査役３名選任の件

監査役　水谷　清氏、吉田　敬氏、田中　守氏の３名は、本定時株主総会終
結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願
いいたしたいと存じます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

監 査 役 候 補 者 ＊印は新任候補者
候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当
社株式の数

１

よし

吉
 

　
だ

田
 

　
 

　
たかし

敬

(1955年２月27日生)

1980 年 ４月 当社入社

1,400株
2006 年 ４月 同開発本部企画部長
2010 年 ５月 同人事部担当部長
2014 年 ６月 同人事部長
2018 年 ６月 同常勤監査役（現在）

【監査役候補者とした理由】
吉田　敬氏は、当社において、主として技術・開発に関する業務に従事し、
2014年からは人事部長、2018年からは常勤監査役を務めております。技術・
管理・監査に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査役と
して十分な役割を果たすことが期待できることから、候補者といたしまし
た。

２

た

田
 

　
なか

中
 

　
 

　
まもる

守

(1958年８月５日生)

1982 年 ４月 日本国有鉄道入社

－

2010 年 ６月 東海旅客鉄道株式会社新幹
線鉄道事業本部車両部長

2014 年 ６月 同執行役員関西支社長
2016 年 ６月 同執行役員総合技術本部副

本部長・技術企画部長
2016
2018

年
年

６
６

月
月

当社監査役（現在）
東海旅客鉄道株式会社取締
役常務執行役員新幹線鉄道
事業本部長（現在）

【監査役候補者とした理由】
田中　守氏は、東海旅客鉄道株式会社において、主として鉄道車両における
技術に関する業務に従事し、2018年からは取締役常務執行役員を務めており
ます。また、当社においては、2016年から監査役を務めております。技術・
経営・監査に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査役と
して十分な役割を果たすことが期待できることから、候補者といたしまし
た。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当
社株式の数

３

＊
いい

飯
ずみ

泉
 

　
 

　
ひろし

浩

(1958年３月６日生)

社外監査役候補者

1980 年 ４月 株式会社東海銀行（現　株式
会社三菱ＵＦＪ銀行）入行

－

2007 年 ６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀
行）執行役員市場営業部長

2008 年 ５月 同執行役員投資運用部長
2010

2011
2012

2014

2014
2015
2015
2015

2017

2018

2019

年

年
年

年

年
年
年
年

年

年

年

６

６
６

４

６
４
４
６

６

４

４

月

月
月

月

月
月
月
月

月

月

月

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社取締
役常務執行役員
同取締役専務執行役員
東海東京証券株式会社専務
執行役員
東海東京フィナンシャル・
ホールディングス株式会社
専務執行役員
同取締役専務執行役員
同取締役副社長
東海東京証券株式会社取締役
東海東京フィナンシャル・
ホールディングス株式会社
代表取締役副社長
東海東京インベストメント
株式会社代表取締役社長
株式会社東海東京調査セン
ター代表取締役社長
同顧問（現在）

【社外監査役候補者とした理由】
飯泉　浩氏は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社代表取
締役副社長や株式会社東海東京調査センター代表取締役社長などを務めら
れ、経営者としての豊富な経験および財務、会計などに関する幅広い見識を
有しており、当社の監査役として十分な役割を果たすことが期待できること
から、候補者といたしました。

(注)1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.飯泉　浩氏は、社外監査役候補者であります。
3.当社は、社外監査役候補者である飯泉　浩氏の選任が承認された場合、会社

法第427条第１項の規定に基づき、会社法第425条第１項に定める額を限度
額とする責任限定契約を同氏と締結する予定であります。

4.当社は、飯泉　浩氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づ
く独立役員として届け出ております。

以　上
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了
承いただきますようお願い申しあげます。

１．議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、パソコン・スマートフォンから当社の

指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可
能です。なお、スマートフォンで議決権行使ウェブサイトをご利用された場合、
パソコン用ウェブサイトに接続されます。

議決権行使ウェブサイトアドレス　
 

https://www.web54.net
２．議決権行使の方法について

議決権行使ウェブサイトにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記
載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の
案内に従って賛否をご入力ください。

３．議決権行使のお取扱いについて
(1)書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、イン

ターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に
行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

(2)議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業
者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

(3)インターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご
利用できない場合があります。

４．パスワードおよび議決権行使コードについて
(1)パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するため

の重要な情報です。印鑑や暗証番号と同様に大切にお取扱いください。
(2)パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワード

の再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
(3)議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有

効です。
５．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

本サイトでの議決権行使に関するパソコンの操作方法等については、下記に
お問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
[電話]0120(652)031　(受付時間　9:00～21:00)

以　上

－ 31 －
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◎交通機関／名鉄・神宮前駅下車、東口より徒歩約５分
ＪＲ・熱田駅下車、徒歩約10分

株主総会ご出席の株主様へのお土産はございません。何卒ご理解賜ります
ようお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


